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はじめに
• 化学物質による健康障害を防止するためにMSDSの活用は

極めて重要である
• 平成12年度の調査研究で50‐1000人以上の事業場のMSDS

の理解状況、活用方法について調査研究し、1000人以上の
事業場からはMSDSが理解しにくいという回答が73 5%示さ事業場からはMSDSが理解しにくいという回答が73.5%示さ
れたのに、50‐300人の事業場では45.7%という結果を得られ
るなど小規模事業場のMSDSの理解度に疑問が持たれた
この為 平成14年度に50人未満の事業場のMSDSの理解状• この為、平成14年度に50人未満の事業場のMSDSの理解状
況、活用状況を調査し、その理解状況からMSDSの内容が
作業者に理解されやすい様に“化学物質取り扱いマニュア
ル”を作成し 利用に供してきたル”を作成し、利用に供してきた

• 平成18年度よりMSDSにGHS導入が義務化されたことから現
場でのGHS対応MSDSの活用及び理解状況、化学物質管理場 対 活用及 解状況、 学物質管
の改善に寄与しているかをアンケート調査し、“GHS対応の
化学物質取り扱いマニュアル”の作成の必要性を認め、7種
類の“GHS対応マニュアル”を作成したので報告する類の G S対応 アル を作成したので報告する
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【調査対象と方法】
（１）対象事業場 過去に調査対象とした1709事業場（１）対象事業場：過去に調査対象とした1709事業場
（２）調査方法：郵送によるアンケート調査
（３）調査項目（３）調査項目

①事業場の業種と従業員数

②化学薬品 使用 有無と
⑦現行MSDSの改善要望事項

その内容②化学薬品の使用の有無と
使用化学薬品名

③化学薬品購入時の業者か

その内容
⑧作業者へのMSDSの書き換え

提供の有無③化学薬品購入時の業者か
らのMSDSの提供状況

④提供されたMSDSのGHS対
応状況

⑨神奈川産業保健推進セン
ター、地域産業保健センター
への期待事項等の18項目応状況

⑤GHS表示・文書交付の義
務化の認知度

への期待事項等の18項目
及び産業医へのMSDSに関する

質問７項目

⑥提供されたMSDSの理解度
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アンケート調査有効回答率 ２９.９％



ＭＳＤＳの納入業者からの情報提供ＭＳＤＳの納入業者からの情報提供
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化学薬品納入業者からのMSDSの
提供状況

調査実施年度 質問項目 人以上 人未満調査実施年度 質問項目 50人以上
単位（％）

50人未満
単位（％）

平成12年度 必ず提供 １８.８

請求すれば提供 ７６.８

合計 ９５ ６合計 ９５.６

平成14年度 必ず提供 １８.８

請求すれば提供 ７２.９

合計 ９１.７

平成20年度 必ず提供 ２９.３ １８.５

請求すれば提供 ６８.３ ７２.６

合計 ９７.６ ９１.１
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提供されたＭＳＤＳはＧＨＳ対応であったか提供されたＭＳＤＳはＧＨＳ対応であったか
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ＧＨＳ導入でＭＳＤＳは分かりやすくなったかＧＨＳ導入でＭＳＤＳは分かりやすくなったか
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安衛法によるＧＨＳ表示・文書交付の
義務化を知っているか
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ＭＳＤＳについて今後改善が必要な事項ＭＳＤＳについて今後改善が必要な事項
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掲示 備え付けMSDSの状況掲示、備え付けMSDSの状況
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トルエンの

MSDS

出典；安全衛生情報センター



トルエンの

MSDS

出典；安全衛生情報センター
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出典；安全衛生情報センター



トルエン

化学薬品のラベルとマニュアルの絵表示

メチルベンゼン、 CAS No. 108-88-3

警告警告
•可燃性液体

• 飲み込んだり、吸ったり、皮膚につくと有害
• 繰り返しの曝露により中枢 神経障害の可能性あり
• 水生生物に毒性あり• 水生生物に毒性あり

取り扱い注意
• 火気厳禁
• 密閉使用、全体排気、局所排気 などを行う密閉使用、 体排気、局所排気 な を行う
• 防爆用の電気装置を使用する
• 火災の際には泡・炭酸ガス・粉末消火器を用いる
• 保護手袋、ゴーグル、保護マスクなどを使用する
• 頭痛、めまい等の症状がある場合は速やかに医師の診察を受ける
• 皮膚についた場合 石けん水で洗う• 皮膚についた場合、石けん水で洗う
• 取り扱い中は飲食や喫煙をしない
• 直接下水等に流さない 国連GHS株式会社

ジュネーブ、平和通り
スイス
Tel 41 22 917 00 00Tel. 41 22 917 00 00
Fax. 41 22 917 00 00
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まとめまとめ

化学物質管理の重要性は第11次災害防止計画の中でも重点項目として掲げら化学物質管理の重要性は第11次災害防止計画の中でも重点項目として掲げら
れている
神奈川産業保健推進センターでは、平成１２、１４、２０年度の3回の調査研究に
おいて化学物質管理に最も重要なツールであるMSDSの事業場への提供状況、
作業者 理解状況 入手 た 作業者 分かり易 書き換え状況等を作業者の理解状況、入手したMSDSの作業者への分かり易い書き換え状況等を
比較検討したが、20年度の調査結果に特に大きな改善は認められなかった
MSDSにGHSが取り入れられたことは、化学物質の危険有害性の把握に大きく貢
献すると考えられるが、GHS対応MSDSを確実に使用している事業場は30‐40%程献すると考えられるが、GHS対応MSDSを確実に使用している事業場は30 40%程
度と考えられ、GHSの法制化を認知している事業場も1000人規模の事業場の他
は少なかった
化学薬品購入業者からのMSDSの提供状況も3回の調査に於いて、特に50人未
満の事業場では“必ず提供される”という回答に改善は見られなかった満の事業場では 必ず提供される という回答に改善は見られなかった
化学物質のリスクアセスメントの施策の基礎となるGHS対応MSDSの理解の為に
援助すること、特に事業場内スタッフによるMSDSの作業者への書き換え作業の
困難な事業場において作業手順に従った“GHS対応化学物質取り扱いマニュア

” 作成をお 伝 する 推進 タ 必 な業務 ある 考 るル”の作成をお手伝いすることは推進センターの必要な業務であると考える
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入手したＭＳＤＳの内容で理解
も があしにくいものがありましたか
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入手したMSDSの内容に理解しにくい
ものがありましたか

調査実施年 質問項目 人以上 人未満調査実施年
度

質問項目 50人以上
（単位 ％）

50人未満
（単位 ％）

平成12年度 理解しにくいものがあった ５３.５

理解しくいものはなかった ３４.１

平成14年度 理解しにくいものがあった ２６.６

理解しくいものはなかった ５５.５

平成20年度 理解しにくいものがあ た ３１ ３ ２６ ７平成20年度 理解しにくいものがあった ３１.３ ２６.７

理解しにくいものはなかった ６０.１ ５４.８
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